
会議年月日 26 年 10 月 3 日 時　間 13:30 ～ 16:00 場　所 流山市生涯学習センター（3Ｆ）

　・訪問先は、①飯田市議会　②おひさま進歩エネルギー㈱　③メガソーラいいだ

　　　　　　　　　④いいだ自然エネルギーネットワーク山法師（風の学舎）

「省エネ市民会議」

出 席 者
笠原、春田（記）、難波、大前、中川、日比野、高橋、平手、三須、新田、新美、板倉

（ホワイトボードに向かって時計回り順に記載、敬称略）

　・飯田市の取組＝2003年：「ISO14001」自己適合宣言。　2009年：環境モデル都市に。　

　　　　　　　　　　2013年：「再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」を施行。

議　　　　　　　　　　　　　　　　題　　　

１０月度「省エネ市民会議」を開催した。

１，長野県飯田市の「環境モデル都市」の取組について（笠原久恵：流山市議会議員「流政会」所属）

　・平成24年7月25日～26日、飯田市を訪問した。

　・風の学舎＝化石燃料を使用しない体験交流施設（写真下）

　・おひさまファンド＝市民出資による太陽光発電を中心とした自然エネルギーを増やす仕組み。（市が支援）

　・メガソーラいいだ＝稼働：2011年。発電出力：1，000Ｋｗ（パネル4，704枚）。事業者：中部電力と飯田市

　・制定の背景＝これまで、「結い」の精神を活かして積み重ねられてきた飯田の環境政策をさらに、

　　地域の財貨循環にもつなげて、持続可能な地域づくりをしていくねらいがあった。

２，「再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」（板倉正：ＯＢＮ会員）

　　再生エネルギーの活用に積極的に取り組んでいくために条例を制定した。

　・地域環境権（条例：第3条）＝飯田市に降り注ぐ太陽光、流れる河川の水や空気などは、地域の住民が

　　飯田市は、2004 年から市民出資型の太陽光発電事業を推進してきた。太陽光だけでなく、風力、水力、

　　木質バイオマスなどの様々な再生可能エネルギー事業を対象とし、地域の多様な主体の力を活かして

　　　　飯田市自治基本条例は、飯田市における自治や協働について定義している。この理念に基づき、

　　地域住民同士の協働により「地域環境権」を行使し、さらに飯田市と協働して「地域公共再生可能エネ

　　毎日の暮らしの中で皆で利用している。その恩恵に浴する権利は、地域の住民全体にあるべきとして、

　　住民によるこの権利の行使を市が支援することを規定している。

次回予定＝平成26年11月7日（金）　　生涯学習センター（大会議室）　　テーマ：未定　　　　　　　以上

　　ルギー活用事業」を進めるとしている。



 



飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例をここに公布する。 

 

平成25年３月25日 

 

飯田市長 牧 野 光 朗 
 

飯田市条例第16号 

 

飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する

条例 
 

（目的） 

第１条 この条例は、飯田市自治基本条例（平成18年飯田市条例第40号）の理念の下に様々な者

が協働して、飯田市民が主体となって飯田市の区域に存する自然資源を環境共生的な方法によ

り再生可能エネルギーとして利用し、持続可能な地域づくりを進めることを飯田市民の権利と

すること及びこの権利を保障するために必要となる市の政策を定めることにより、飯田市にお

けるエネルギーの自立性及び持続可能性の向上並びに地域でのエネルギー利用に伴って排出さ

れる温室効果ガスの削減を促進し、もって、持続可能な地域づくりに資することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。 

 (1) 協働 飯田市自治基本条例第３条第８号に規定するものをいう。 

(2) 飯田市民 飯田市の区域に住所を有する個人をいう。 

(3) 再生可能エネルギー 次のアからカまでに掲げるものをいう。 

ア 太陽光を利用して得られる電気 

イ 太陽光を利用して得られる熱 

ウ 風力を利用して得られる電気 

エ 河川の流水を利用して得られる電気 

オ バイオマス（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令（平成９年政令第

208号）第１条第１号に規定するバイオマスをいう。）を利用して得られる燃料、熱又は

電気 

カ 前アからオまでに掲げるもののほか、市長が特に認めたもの 

(4) 再生可能エネルギー資源 再生可能エネルギーを得るために用いる自然資源であって、飯

田市の区域に存するものをいう。 

 （地域環境権） 

第３条 飯田市民は、自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギ

ー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する

権利（以下「地域環境権」という。）を有する。 

 （地域環境権の行使） 

第４条 地域環境権は、次に掲げる条件を備えることにより行使することができる。 

(1) 自然環境及び他の飯田市民が有する地域環境権と調和し、これらを次世代へと受け継ぐこ

とが可能な方法により行使されること。 

(2) 公共の利益の増進に資するように行使されること。 

(3) 再生可能エネルギー資源が存する地域における次のア又はイのいずれかの団体（以下「地



域団体」という。）による意思決定を通じて行使されること。 

ア 地縁による団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項に規定するも

のをいう。） 

イ 前アのほか、再生可能エネルギー資源が存する地域に居住する飯田市民が構成する団体

で、次に掲げる要件を満たすもの 

   (ｱ) 団体を代表する機関を備えること。 

   (ｲ) 団体の議事を多数決等の民主的手法により決すること。 

   (ｳ) 構成員の変更にかかわらず団体が存続すること。 

   (ｴ) 規約その他団体の組織及び活動を定める根本規則を有すること。 

 （市長の責務） 

第５条 市長は、飯田市民の地域環境権を保障するために、次に掲げることを実施する責務を有

する。 

 (1) 飯田市民が地域環境権を行使するために必要な基本計画を策定すること。 

(2) 前号に規定する基本計画に基づき、再生可能エネルギーを活用した持続可能な地域づくり

において主導的な役割を担い、飯田市民の地域環境権の行使を協働により支援すること。 

（市民の役割） 

第６条 飯田市民は、地域環境権を行使するに当たっては、他の飯田市民の地域環境権を尊重し、

次に掲げる事項について、主体的に努めるものとする。 

(1) エネルギーを利用するに当たっては、再生可能エネルギー資源から生み出された再生可能

エネルギーを優先して利用すること。 

(2) この条例の規定に基づいて行われる市の施策に協力すること。 

 （事業者の役割） 

第７条 飯田市の区域で活動する事業者は、飯田市民の地域環境権を尊重し、次に掲げる事項に

努めるものとする。 

(1) 発電に関する事業を行う場合は、再生可能エネルギー資源を用いた再生可能エネルギーを

活用する事業（以下「再生可能エネルギー活用事業」という。）として行うこと。 

(2) エネルギーを利用するに当たっては、再生可能エネルギー資源から生み出された再生可能

エネルギーを優先して利用すること。 

(3) この条例の規定に基づいて行われる市の施策及び他者が行う再生可能エネルギー活用事業

に協力すること。 

 （支援する事業） 

第８条 市長は、第５条第２号の規定により、次に掲げる事業の実施を支援する。 

(1) 第４条第３号に規定する地域団体の意思決定（以下次号において「団体の決定」とい

う。）を経て、当該決定に従って地域団体が自ら行う再生可能エネルギー活用事業 

(2) 団体の決定を経て、当該決定に従って地域団体及び公共的団体等が協力して行う再生可能

エネルギー活用事業 

 （支援のための申出等） 

第９条 前条に規定する支援を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者が市長に申し出なければならない。この場合において当該申出を行

う者（以下「申出者」という。）は、実施しようとする再生可能エネルギー活用事業の内容を

明らかにした書面によりこれを行わなければならない。 

(1) 前条第１号に規定する事業 地域団体 

(2) 前条第２号に規定する事業 地域団体及びこれに協力する公共的団体等 



２ 市長は、前項の申出者に対し、次に掲げる事項を基準として指導、助言等を行う。 

(1) 再生可能エネルギー活用事業を行う者が備えるべき人的条件 

(2) 地域住民への公益的な利益還元その他再生可能エネルギー活用事業が備えるべき公共性 

(3) 実施しようとする再生可能エネルギー活用事業に充てられるべき自己資金の割合 

 (4) 再生可能エネルギー活用事業を運営するに当たり、申出者が担うべき役割及び責任の内容 

 (5) 前条第２号に規定する事業にあっては、協力する相手方である公共的団体等が備えるべき

公共性 

 (6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項 

 （市長による支援） 

第10条 市長は、前条第２項に掲げる基準に照らして適当と認めた事業を、協働による公共サー

ビス（公共サービス基本法（平成21年法律第40号）第２条第２号に規定するもの又はこれに準

じるものをいう。）と決定し、当該決定した事業（以下「地域公共再生可能エネルギー活用事

業」という。）を実施しようとするもの（以下「実施者」という。）に対し、必要に応じ、次

に掲げる支援を行う。 

(1) 継続性及び安定性のある実施計画の策定並びにその運営のために必要となる助言 

(2) 金融機関及び投資家による投融資資金が地域公共再生可能エネルギー活用事業に安定的に

投融資されることを促し、初期費用を調達しやすい環境を整えるための信用力の付与に資す

る事項 

(3) 補助金の交付又は資金の貸付け 

(4) 市有財産を用いて地域公共再生可能エネルギー活用事業を行おうとする場合においては、

当該市有財産に係る利用権原の付与 

２ 市長は、実施者と飯田市との役割分担及び各自の責任の所在を、書面をもって定める。 

３ 市長は、地域公共再生可能エネルギー活用事業が現に行われている期間においては、実施者

に対し、当該事業が継続性及び安定性をもって運営されるために必要な指導、助言等をするこ

とができる。 

 （実施者の公募） 

第11条 第９条第１項の規定にかかわらず、市長は、地域公共再生可能エネルギー活用事業の実

施者を公募し、当該公募に応じたものについて前条の規定を適用することができる。この場合

において、前条第１項中「前条第２項に掲げる基準に照らして」とあるのは、「必要と認めた

ときは、再生可能エネルギー活用事業を行う者を公募し、」と読み替えて適用する。 

 （飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会） 

第12条 第９条第２項及び第10条第３項に規定する指導、助言等並びに第10条第１項に規定する

支援（以下次項において「支援等」と総称する。）を専門的知見に基づいて行うため、飯田市

に、飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、市長が支援等を適切に行うために必要な事項について、市長の諮問に応じて専門

的知見に基づく審査等を行い、市長に答申する。 

３ 市長は、前項の規定による審査会の答申があった場合は、その内容を尊重して支援等を行わ

なければならない。 

 （審査会の組織） 

第13条 審査会は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する者（以下「委員」という。）

15人以内で組織する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が事故その他の理由によりその任務を遂行できなくなったときは、市長は、補欠委員を



任命するものとする。この場合において、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第14条 審査会に会長を置き、委員の互選をもってこれを定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、審査会を招集し、審査会の会議において議長となる。 

 （臨時委員） 

第15条 会長は、第12条第２項に規定する審査会の事務を行うに当たって必要と認める場合は、

市長に対し、前条に定めるもののほか、20人を超えない範囲において臨時に特定の事項につい

て審査等を行うための委員を任命するよう申し出ることができる。この場合において、市長が

適当と認めたときは、市長は、当該申出のあった数以下の委員を任命するものとする。 

２ 前項の規定により任命された委員の任期は、当該審査等を行うべき事項に応じ市長が定める。 

 （守秘義務） 

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （助言） 

第17条 審査会は、必要と認めたときは、既に行われている地域公共再生可能エネルギー活用事

業の実施状況を調査し、当該事業の実施者に対して必要な助言をすることができる。 

 （答申内容の公告） 

第18条 市長は、審査会から第９条第２項第２号、同項第５号及び第10条第１項第１号に関する

答申を受けた場合は、その内容を公告する。 

（飯田市再生可能エネルギー推進基金） 

第19条 第10条第１項第３号の規定による、地域公共再生可能エネルギー活用事業に対する貸付

金の財源に充てるため、飯田市再生可能エネルギー推進基金（以下「基金」という。）を設置

する。 

２ 基金の総額は4,000万円とする。 

（基金への繰入れ） 

第20条 市長は、使途を限定した寄附があった場合は、予算の定めるところにより基金に繰り入

れる。 

２ 前項の規定により繰入れが行われたときは、前条第２項の規定にかかわらず、基金の総額は、

当該繰入れ前の基金の総額に当該繰入れが行われた額を加えた額とする。 

 （資金の貸付け） 

第21条 市長は、実施者に対し、基金を財源として、資金の貸付けを行う。 

２ 前項の規定により貸し付けられる資金（以下「貸付金」という。）は、地域公共再生可能エ

ネルギー活用事業に係る建設工事を発注するための調査に直接必要な経費にのみ充てることが

できる。 

３ 貸付金の貸付けは、一の実施者につき１回とする。 

４ 貸付金の貸付額は、一の実施者につき1,000万円を限度とする。ただし、基金に属する現金

の額が1,000万円を下回る場合にあっては、当該基金に属する現金の額を貸付額の限度とする。 

 （償還） 

第22条 貸付金は無利子とし、貸付金の貸付けを受けた日が属する年度の翌々年度から、年賦で

均等に償還するものとする。 

２ 前項の規定による償還の期間は、償還を開始した年度から起算して10年以内とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、考慮すべき事情があると市長が認めた場合は、償還方法を月賦

又は半年賦とし、又は償還年限を短縮し、若しくは延長することができる。 

 （貸付けの決定の取消し） 



第23条 貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、

貸付金の貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の返還を求める。ただし、やむ

を得ない事情があるものと認めた場合にあっては、この限りでない。 

(1) 実施者において地域公共再生可能エネルギー活用事業の実施が不可能となり、又は当該実

施が困難である明白な事由が発生したとき。 

(2) 第21条第２項の規定に反したとき。 

(3) 実施者が解散し、又は不在となる見込みとなったとき。 

２ 前条の規定にかかわらず、前項の規定により貸付金の返還を求める場合にあっては、貸付金

の貸付けを受けた者は、期限の利益を喪失する。 

（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定め

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正） 

２ 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例（昭和37年飯田市条例第10号）の一部

を次のように改正する。 

     「 

別表中 飯田市環境審議会の委員 を 

                               」 

「 

飯田市環境審議会の委員 

飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会の委員 
 に改める。 

                          」 


